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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底板と、前方の側面にある前板と、後方の側面にある後板および左右の側面にある側板
を少なくとも有する本体と、
　前記後板の上端に接続され前記本体の上面を覆う天板を少なくとも有し、前記本体の上
面を開閉可能な蓋体と、
　前記蓋体が閉じられたときに前記本体から開かないように固定し、前記蓋体が前記本体
に対し前方側に移動したときに前記固定が解除される固定機構と、
を備え、
　前記本体の側板に切欠きが形成され、
　前記後板が前記側板の切欠き側に前傾することにより前記蓋体が前記本体に対し前方側
に移動して前記蓋体の固定が解除され、前記後板と前記天板が同一平面に近づくとともに
前記天板が立ち上がり、前記蓋体が開くように構成されている、容器。
【請求項２】
　前記固定機構は、前記本体の底板の前方端部を下から保持して前記蓋体が開かないよう
に固定する固定板を有する、請求項１に記載の容器。
【請求項３】
　前記蓋体は、左右の第１の蓋側板と第２の蓋側板を有し、
　前記固定板は、前記第１の蓋側板から前記第２の蓋側板に亘って形成されている、請求
項２に記載の容器。
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【請求項４】
　前記側板の後端が前方側に向かって次第に高くなるように傾斜し、前記切欠きは、三角
形状に形成されている、請求項１～３のいずれかに記載の容器。
【請求項５】
　前記本体に収容され、収容物を保持するプレートを、さらに備えた、請求項１～４のい
ずれかに記載の容器。
【請求項６】
　前記プレートは、前記本体の底板に接続されている、請求項５に記載の容器。
【請求項７】
　前記プレートは、前記本体に対し着脱自在である、請求項５又は６に記載の容器。
【請求項８】
　前記プレートの前後方向の長さは、前記本体の内部空間の前後方向の長さと略同一に設
定されている、請求項５～７のいずれかに記載の容器。
【請求項９】
　前記プレートは、複数のプレート部を有し、
　前記複数のプレート部は、直列的に接続され、その接続部分において折り返し可能に構
成されている、請求項５～８のいずれかに記載の容器。
【請求項１０】
　前記プレートは、前記本体の底板に接続された第１のプレート部と、前記第１のプレー
ト部に接続された第２のプレート部と、前記第２のプレート部に接続された第３のプレー
ト部と、を有し、
　前記第２のプレート部と前記第３のプレート部により前記収容物が保持されている、請
求項９に記載の容器。
【請求項１１】
　前記第１のプレート部は、一端が前記本体の底板の後方側に接続され、他端が前記本体
の前方側に位置し、
　前記第２のプレート部は、一端が前記第１のプレート部に接続され、他端が前記本体の
後方側に位置し、
　前記第３のプレート部は、一端が第２のプレート部に接続され、他端が前記本体の前方
側に位置し、
　前記蓋体は、前方側の側面と左右の側面の３つの側面を囲む側壁を有する、請求項１０
に記載の容器。
【請求項１２】
　前記プレートの材質は、紙、合成樹脂、金属から選ばれる、請求項５～１１のいずれか
に記載の容器。
【請求項１３】
　前記本体の前方側の内面には、前方側に近づくにつれて高くなるスロープが形成されて
いる、請求項１～１２のいずれかに記載の容器。
【請求項１４】
　ＰＴＰシートが収容された、請求項１～１３のいずれかに記載の容器。
【請求項１５】
　薬剤の分包品、複数の薬剤を一包化したもの、注射剤のキット製剤から選ばれる少なく
とも１つが収容された、請求項１～１３のいずれかに記載の容器。
【請求項１６】
　前記容器の材質が、紙、合成樹脂、金属から選ばれる、請求項１～１５のいずれかに記
載の容器。
【請求項１７】
　前記容器の材質が、紙である、請求項１６に記載の容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本出願は、２０１７年１月６日に出願された日本特許出願番号２０１７‐０００８９５
に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
【０００２】
　本発明は、収容物を収容する容器に関する。
【背景技術】
【０００３】
　収容物を収容する容器には、蓋が開かないようにロック機能が付いたものがある。
【０００４】
　たとえば、薬剤のＰＴＰ（press through pack）シートは、パッケージに収容され保管
されているものがある。この場合、薬剤の使用の際にパッケージからＰＴＰシートが取り
出される。この種のパッケージには、たとえば、子供が薬剤を誤飲することを防止するた
め、いわゆるＣＲ（child resistant）機能と呼ばれるロック機構を備えているものがあ
る。このパッケージには、たとえば、パッケージの表面に形成された押圧部（解除機構）
を下向きに押しつつ、内部のブリスタカードを引き出すものがある（たとえば、特許文献
１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００７－５１７６１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の構造では、薬剤を取り出すまでにパッケージの解除機構を押す操
作と、ブリスタカードを引き出す操作が必要である。そのため、高齢者などの使用者にと
って操作が煩雑になり取扱いにくい。
【０００７】
　本出願はかかる点に鑑みてなされたものである。すなわち、蓋体の固定機能を備えつつ
、ＰＴＰシートなどの収容物を簡単に取り出すことができる容器を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様に係る容器は、底板と、前方の側面にある前板と、後方の側面にある後
板および左右の側面にある側板を少なくとも有する本体と、前記後板の上端に接続され前
記本体の上面を覆う天板を少なくとも有し、前記本体の上面を開閉可能な蓋体と、前記蓋
体が閉じられたときに前記本体から開かないように固定し、前記蓋体が前記本体に対し前
方側に移動したときに前記固定が解除される固定機構と、を備え、前記本体の側板には、
切欠きが形成され、前記後板が前記側板の切欠き側に前傾することにより前記蓋体が前記
本体に対し前方側に移動して前記蓋体の固定が解除され、前記後板と前記天板が同一平面
に近づくとともに前記天板が立ち上がり、前記蓋体が開くように構成されている。
【０００９】
　この態様によれば、使用者が本体の後板を押して前傾させると、蓋体の本体に対する固
定が解除され、使用者は蓋体を開けることができる。また、使用者は容器内にある収容物
を簡単に取り出すことができる。
【００１０】
　前記固定機構は、前記本体の底板の前方端部を下から保持して前記蓋体が開かないよう
に固定する固定板を有するようにしてもよい。この態様によれば、簡単な構成の固定機構
を実現できる。また、固定板が、蓋体の固定を解除するために操作する後板から離れた位
置にあるので、たとえば、子供は固定板付近に気を取られる。そのため、たとえば、子供
は後板を押して固定を解除できることに気づき難くなる。さらに、容器の底部に固定板が



(4) JP 6951365 B2 2021.10.20

10

20

30

40

50

ある。そのため、たとえば、子供は、固定を解除できることに気づき難くなる。この態様
によれば、容器のＣＲ機能を向上できる。
【００１１】
　前記蓋体は、左右の第１の蓋側板と第２の蓋側板を有している。また、前記固定板は、
前記第１の蓋側板から前記第２の蓋側板に亘って形成されていてもよい。この態様によれ
ば、簡単な構成で固定機構を実現できる。
【００１２】
　前記側板の後端が前方側に向かって次第に高くなるように傾斜してもよい。また、前記
切欠きは、三角形状に形成されていてもよい。この態様によれば、後板の前傾動作を適切
かつ確実に行うことができる。
【００１３】
　容器が、前記本体に収容され収容物を保持するプレートを、さらに備えていてもよい。
この態様によれば、収容物を適切かつ確実に保持できる。
【００１４】
　前記プレートは、前記本体の底板に接続されていてもよい。この態様によれば、プレー
トと本体を適切に接続できる。
【００１５】
　前記プレートは、前記本体に対し着脱自在であってもよい。この態様によれば、プレー
トを交換することができる。
【００１６】
　前記プレートの前後方向の長さは、前記本体の内部空間の前後方向の長さと略同一に設
定されていてもよい。なお、「略同一」には、同視しうる程度のもの、たとえば、長さの
差が１０ｍｍまでのものが含まれる。この態様によれば、本体を蓋体に対し後方側にずら
して蓋体の固定を解除しようとしたときに、本体の内部のプレートがその動きを妨げる。
そのため、固定機構による蓋体の固定機能を補助することができる。
【００１７】
　前記プレートは、複数のプレート部を有し、前記複数のプレート部は、直列的に接続さ
れ、その接続部分において折り返し可能に構成されていてもよい。この態様によれば、プ
レート部が積層構造をとるように、立体的に使用することができる。そのため、プレート
は十分な量の収容物を保持することができる。
【００１８】
　前記プレートは、前記本体の底板に接続された第１のプレート部と、前記第１のプレー
ト部に接続された第２のプレート部と、前記第２のプレート部に接続された第３のプレー
ト部と、を有し、前記第２のプレート部と前記第３のプレート部により前記収容物が保持
されていてもよい。この態様によれば、上側の第２のプレート部と第３のプレート部に収
容物が保持されるため、第２のプレート部と第３のプレート部を平らに持ち上げて取り出
しやすい状態にして、収容物またはその中身を取り出すことができる。
【００１９】
　前記第１のプレート部は、一端が前記本体の底板の後方側に接続され、他端が前記本体
の前方側に位置し、前記第２のプレート部は、一端が前記第１のプレート部に接続され、
他端が前記本体の後方側に位置し、前記第３のプレート部は、一端が第２のプレート部に
接続され、他端が前記本体の前方側に位置し、前記蓋体は、前方側の側面と左右の側面の
３つの側面を囲む側壁を有するようにしてもよい。この態様によれば、第２のプレート部
および第３のプレート部から取り出された収容物の中身を第１のプレート部で受け止め、
その第１のプレート部に沿って落下した収容物の中身を蓋体の側壁内に収容することがで
きる。この態様によれば、収容物の中身の落下を抑制でき、たとえば、高齢者などの使用
者にとって、収容物の紛失を防止することができる。また、収容物の取り扱いを容易にす
ることもできる。
【００２０】
　前記プレートの材質は、紙、合成樹脂、金属から選ばれたものであってもよい。
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【００２１】
　前記本体の前方側の内面には、前方側に近づくにつれて高くなるスロープが形成されて
いてもよい。この態様によれば、後板が前傾した際に、プレートがスロープを押す。この
ため、本体に下方向の力が作用し、たとえば、蓋体が開くのを助けることができる。
【００２２】
　以上の容器は、ＰＴＰシートが収容されたものであってもよい。また、以上の容器は、
薬剤の分包品、複数の薬剤を一包化したもの、注射剤のキット製剤から選ばれる少なくと
も１つが収容されたものであってもよい。
【００２３】
　前記容器の材質は、紙、合成樹脂、金属から選ばれたものであってもよい。また、前記
容器の材質は、紙であってもよい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、蓋体の固定機能を備えた容器であって、収容物またはその中身を簡単
に取り出すことができる容器を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】容器の蓋体を閉じた状態を示す斜視図である。
【図２】容器の蓋体を開けた状態を示す斜視図である。
【図３】容器の蓋体を１８０度開けた状態を示す説明図である。
【図４】プレートを取り外したときの容器の構成を示す説明図である。
【図５】容器のＡ－Ａ断面図である。
【図６】容器の側面図である。
【図７】容器の固定機構を示す説明図である。
【図８】後板を前傾させた状態を示す容器の断面の説明図である。
【図９】蓋体の固定が解除された状態を示す容器の断面の説明図である。
【図１０】蓋体が開いた状態を示す容器の断面の説明図である。
【図１１】プレートの構成を示す説明図である。
【図１２】プレートの連結部を示す説明図である。
【図１３】第２のプレート部と第３のプレート部とＰＴＰシートの積層構造の断面の説明
図である。
【図１４】プレートを本体内に収容した状態を示す容器の断面の説明図である。
【図１５】蓋体を１８０度開けてプレートを持ち上げた状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して、本発明の好ましい実施の形態について説明する。なお、同一の
要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。また、上下左右等の位置関係は、
特に断らない限り、図面に示す位置関係に基づくものとする。さらに、図面の寸法比率は
、図示の比率に限定されるものではない。なお、以下の実施の形態は、本発明を説明する
ための例示である。したがって、本発明はこの実施の形態に限定されるものではない。
【００２７】
　図１は、本実施の形態に係る容器１の蓋体１１を閉じた状態を示す斜視図である。図２
は、容器１の蓋体１１を開けた状態を示す斜視図である。図３は、容器１の蓋体１１を１
８０度開けた状態を示す斜視図である。
【００２８】
　容器１は、図１に示すように、略直方体形状を有する。容器１は、図２および図３に示
すように、たとえば、本体１０と、蓋体１１と、収容物を保持するプレート１２を備えて
いる。容器１は、たとえば、紙製であり、大日本昭和板紙 JETスター（350g/m2）やJETエ
ースW35（400g/m2）を用いることができる。ただし、容器１の材質はこれに限られず、合
成樹脂、金属等であってもよい。容器１の材質が合成樹脂の場合には、その合成樹脂は、
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ポリ塩化ビニルであってもよい。
【００２９】
　本体１０は、図３および図４に示すように、長方形の底板２０と、底板２０の長手方向
の前方側（図１～図４のＸ方向側）の側面にある前板２１と、後方側（図１～図４のＸ方
向の逆側）の側面にある後板２２と、底板２０の左右方向（図１～図４のＸ方向と直角を
なす水平方向：幅方向）の側面にある側板２３、２４を有している。すなわち、本体１０
は、前板２１、後板２２および側板２３、２４を有し、蓋体１１が閉じた際には、前板２
１、後板２２および側板２３、２４で底板２０の周囲の４面を囲むことができる。また、
蓋体１１が開いた状態では、本体１０の上面は開口している。なお、図４は、プレート１
２が取り除かれた状態の容器１であって、蓋体１１が１８０度開いた状態の容器１を示す
。
【００３０】
　図４および図５に示すように、前板２１の後方側には、前板２１の上端部に接続された
平坦面３０と、平坦面３０の後方端部から後方側に向けて次第に低くなるスロープ３１が
形成されている。すなわち、前板２１の後方側の内面には、本体１０の前方に近づくにつ
れて高くなるスロープ３１が形成されている。
【００３１】
　側板２３、２４の後端２３ａ、２４ａには、切欠き４０が形成されている。側板２３、
２４の後端２３ａ、２４ａは、前方側に向かって次第に高くなるように傾斜し、これによ
って切欠き４０が三角形状に形成されている。この切欠き４０により、後板２２が側板２
３、２４に固定されていない。また、後板２２の前方側に空間ができるので、後板２２を
、底板２０との間の折り線６０を軸に前傾させることができる。これにより、容器１が破
損することを防止できる。
【００３２】
　蓋体１１は、図１～図５に示すように、長方形の天板５０と、天板５０の長手方向の前
方側の側面にある蓋前板５１と、天板５０の幅方向の側面にある蓋側板（第１の蓋側板）
５２、蓋側板（第２の蓋側板）５３を有している。すなわち、天板５０の周囲を囲む３つ
の側面に側壁が形成されている。なお、ここで、蓋体１１の各部材を説明するための「前
方」や「後方」は、蓋体１１が閉じられたときの方向を示している。
【００３３】
　天板５０の後端は、本体１０の後板２２の上端に折り線６１を介して接続されている。
蓋体１１は、この折り線６１や後板２２の下端の折り線６０を軸に前方側に回動する。蓋
体１１が閉じられたときには、天板５０が本体１０の開口上面、側板２３、２４および前
板２１を上から覆い、蓋前板５１は、本体１０の前板２１を外側から覆う。蓋側板５２、
５３は、本体１０の側板２３、２４を外側から覆う。また、蓋体１１は、図３に示すよう
に、折り線６０や折り線６１を軸に後方側に回動し、底板２０と天板５０がなす角が少な
くとも１８０度程度になるまで蓋体１１を開くことができる。
【００３４】
　蓋体１１は、蓋体１１が閉じたときに蓋体１１が本体１０から開かないように固定し、
蓋体１１が本体１０に対し前方側に移動したときに蓋体１１の固定が解除される固定機構
（ロック機能）７０を有している。
【００３５】
　固定機構７０は、図５、図６および図７に示すように、本体１０の底板２０の前方端部
を下から保持して蓋体１１が開かないように固定する固定板８０を有している。固定板８
０は、蓋側板５２、５３の前方端部において蓋側板５２の下端から蓋側板５３の下端に亘
り形成されている。蓋体１１が閉じた状態では、本体１０の前方端部が、固定板８０の内
側（上面）に入りこみ、本体１０が固定板８０に引っ掛かって、蓋体１１が開かないよう
に蓋体１１が固定される。蓋体１１が本体１０に対し相対的に前方に移動し、本体１０の
前方端部が固定板８０から外れると、蓋体１１の固定が解除される。
【００３６】
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　図８および図９に示すように、本体１０の後板２２が側板２３、２４の切欠き４０側に
押され前傾することにより蓋体１１全体が本体１０に対し前方側に移動して蓋体１１の固
定が解除される。また、図１０に示すように、本体１０の後板２２がさらに側板２３、２
４の切欠き４０側に押され前傾したときに、天板５０と後板２２が同一平面に近づく（折
り線６１における天板５０と後板２２のなす内角が１８０度に近づく）。これとともに、
天板５０の前方側が立ち上り、蓋体１１が開く。このとき、本体１０の側板２３、２４は
、天板５０を下から支えている。なお、蓋体１１が開いた状態は、図１０に示すように、
天板５０と後板２２が完全に同一平面にならなくてもよい。折り線６１における天板５０
と後板２２のなす内角が１８０度に近づけば、１８０度より小さくても１８０度を超えて
もよい。
【００３７】
　図８～図１０に示すように、プレート１２は、本体１０に収容されている。プレート１
２は、本体１０の底板２０に接続されている。プレート１２は、上述の本体１０および蓋
体１１と同じ材質である紙製であるが、その材質はこれに限られず、たとえば、合成樹脂
、金属等であってもよい。
【００３８】
　図１１に示すように、プレート１２は、複数、たとえば、３つのプレート部１００、１
０１、１０２と、連結部１０３を有している。連結部１０３、プレート部１００、１０１
、１０２は、この順で直列的に接続され、それらの接続部分１１０、１１１、１１２にお
いて折り返し可能に構成されている。
【００３９】
　連結部１０３は、図１２に示すように、底板２０に形成されたスリット１１３に挿入可
能で係止可能な係止部１１４を備えている。これにより、プレート１２は本体１０に対し
着脱できる。連結部１０３の先端部は、矢印形状になっている。これにより、本体１０か
ら着脱しにくい構造になる。また、接着剤等を使用せずにプレート１２を固定することが
できる。
【００４０】
　プレート部１００～１０２は、長方形の板状に形成されている。第１のプレート部１０
０は、連結部１０３に接続され、孔のない平面を有している。
【００４１】
　第２のプレート部１０１および第３のプレート部１０２には、後述のＰＴＰシート１３
０の収容部１３２の位置に対応する複数の貫通孔１２０、１２１が形成されている。貫通
孔１２０、１２１は、第２のプレート部１０１と第３のプレート部１０２が接続部分１１
２で折り曲げられて互いに重ねられたときに一致するように配置されている。
【００４２】
　第２のプレート部１０１と第３のプレート部１０２は、収容物としてのＰＴＰシート１
３０を挟んだ状態で折り曲げられて重ねられている。第２のプレート部１０１、ＰＴＰシ
ート１３０および第３のプレート部１０２の接着方法は特に限定されるものではない。た
とえば、ＰＴＰシート１３０のいずれかの部分に接着剤（常温では接着しないもの）を塗
布し、そのＰＴＰシート１３０を第２のプレート部１０１と第３のプレート部１０２の間
に挟んで、専用のプレス機を用いて接着剤を熱で溶かすことによって行ってもよい。また
、ＰＴＰシート１３０のいずれかの部分に接着剤（常温で接着するもの）を塗布し、その
ＰＴＰシート１３０を第２のプレート部１０１と第３のプレート部１０２の間に挟んだ状
態でベルトコンベアーに流し、ローラで加圧することによって、第２のプレート部１０１
、ＰＴＰシート１３０および第３のプレート部１０２を互いに接着してもよい。図１３に
示すように、ＰＴＰシート１３０の各薬剤１３１（ＰＴＰシート１３０の中身）の収容部
１３２は、第３のプレート部１０２の貫通孔１２１に嵌め込まれる。この薬剤１３１の収
容部１３２の裏面側には、第２のプレート部１０１の貫通孔１２０が配置される。第３の
プレート部１０２の上から収容部１３２を押すと、薬剤１３１がＰＴＰシート１３０のシ
ート１３３を破って、第２のプレート部１０１の貫通孔１２０から下に排出される。
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【００４３】
　プレート１２は、本体１０内において、図１４に示すように、連結部１０３によって本
体１０の底板２０に連結されている。連結部１０３と第１のプレート部１００の接続部分
１１０は、本体１０の後方端部付近に位置している。第１のプレート部１００と第２のプ
レート部１０１の接続部分１１１は、本体１０の前方端部付近に位置している。第２のプ
レート部１０１と第３のプレート部１０２の接続部分１１２は後方端部付近に位置してい
る。
【００４４】
　プレート１２の前後方向の長さは、本体１０の内部空間の前後方向の長さと略同一に設
定されている。すなわち、プレート１２の前後方向の長さは、たとえば、後板２２からス
ロープ３１までの長さと同じ長さ、或いはわずかに大きい長さ、或いはわずかに小さい長
さに設定されている。これにより、本体１０全体を蓋体１１の固定板８０に対し後方側（
図１４の矢印方向）にずらして固定を解除しようとしても、本体１０内でプレート１２が
スロープ３１と後板２２に当接するので、本体１０の後方への移動を抑制できる。また、
図９に示すように、後板２２が前傾し、蓋体１１が本体１０に対し前方側に移動したとき
には、プレート１２の前方端部がスロープ３１に当接し、スロープ３１を斜め下方向（ス
ロープ３１の傾斜面の法線方向）に押す。これによって、蓋体１１が開くことを補助する
ことができる。
【００４５】
　なお、容器１の本体１０および蓋体１１は、たとえば、切り出した1枚の紙を折り曲げ
組み立てることにより製造されている。また、プレート１２は、別の１枚の紙から製造さ
れている。ＰＴＰシート１３０をプレート１２に取り付けて、そのプレート１２を本体１
０に取り付けることにより容器１が製造されている。容器１およびプレート１２の原紙に
は、たとえば、厚みのあるコートボール紙(大日本昭和板紙 JETスター（350g/m2）やJET
エースW35（400g/m2）)が使用されている。
【００４６】
　次に、以上のように構成された容器１の使用方法について説明する。容器１内には、Ｐ
ＴＰシート１３０を保持したプレート１２が予め収容されている。使用前には、図１に示
すように、蓋体１１が閉じられており、本体１０の前方端部が蓋体１１の固定板８０の内
側に挿入され、蓋体１１と本体１０が固定されている。このとき、使用者が蓋体１１を上
に開けようとしても、固定板８０に引っ掛かって開けることができない。
【００４７】
　使用者が蓋体１１を開ける際は、使用者は後板２２を押す。これにより、図８に示すよ
うに、後板２２が前傾し、蓋体１１が本体１０に対し前方側に移動する。この結果、図９
に示すように、固定板８０が本体１０の前方端部よりも前に出て、蓋体１１と本体１０の
固定が解除される。蓋体１１の固定が解除され、後板２２がさらに前傾すると、図１０お
よび図２に示すように、蓋体１１の天板５０が後板２２と同一平面に近づくように立ち上
がり、蓋体１１が開く。
【００４８】
　蓋体１１が開くと、使用者は、図１５に示すように、蓋体１１を１８０度程度開き、蓋
体１１の内面を上に向ける。次に、使用者は、プレート１２のＰＴＰシート１３０を保持
する第２のプレート部１０１と第３のプレート部１０２を手で持ち上げて平らな状態にす
る。このとき第１のプレート部１００は、蓋体１１に向かって次第に低くなるように傾斜
している。使用者は、収容部１３２を上から押して薬剤１３１を落下させる。落下した薬
剤１３１は、第１のプレート部１００上に落ちて、３つの側壁（蓋前板５１、蓋側板５２
、５３）で囲まれた蓋体１１の天板５０上に転がる。
【００４９】
　使用後には、使用者が、蓋体１１を本体１０上に被せて、再び本体１０の前方端部を固
定板８０の中に入れて蓋体１１を固定し、蓋体１１を閉じることができる。
【００５０】
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　本実施の形態によれば、蓋体１１の固定機構７０を有する容器１において、使用者が本
体１０の後板２２を押して前傾させると、蓋体１１の本体１０に対する固定が解除され、
蓋体１１が開くので、収容物またはその中身を簡単に取り出すことができる。
【００５１】
　固定機構７０が、本体１０の底板２０の前方端部を下から保持する固定板８０を有する
ので、簡単な構成で蓋体１１の固定を実現できる。また、固定板８０が、蓋体１１の固定
を解除するために操作する後板２２から離れた位置にある。そのため、たとえば、子供は
、固定板８０付近に気を取られて、後板２２を押せば固定を解除できることに気づき難く
なる。また、容器１の底部に固定板８０がある。これにより、容器１のＣＲ機能を向上で
きる。
【００５２】
　固定板８０は、蓋体１１の蓋側板５２から蓋側板５３に亘って形成されている。そのた
め、簡単な構成の固定機構７０を実現できる。
【００５３】
　本体１０の側板２３、２４の後端２３ａ、２４ａが前方側に向かって次第に高くなるよ
うに傾斜している。また、切欠き４０が三角形状に形成されている。そのため、後板２２
の前傾を適切かつ確実に行うことができる。
【００５４】
　容器１が、収容物を保持するプレート１２を備えているので、収容物を適切かつ確実に
保持できる。
【００５５】
　プレート１２は、本体１０の底板２０に接続されているので、プレート１２と本体１０
を簡単に接続できる。
【００５６】
　プレート１２は、本体１０に対し着脱自在であるので、たとえば、必要に応じてプレー
ト１２を交換することができる。
【００５７】
　プレート１２の前後方向の長さは、本体１０の内部空間の前後方向の長さと略同一に設
定されている。そのため、本体１０を蓋体１１に対し後方側にずらして蓋体１１の固定を
解除しようとしたときに、本体１０の内部のプレート１２がその動きを妨げ、固定機構７
０による蓋体１１の固定機能を補助することができる。また、プレート１２が、本体１０
を内部から支えて補強部材としての機能を果たすので、本体１０の強度を向上できる。さ
らに、本体１０の繰り返しの使用に対する耐久性も向上できる。
【００５８】
　なお、プレート１２の前後方向の長さを本体１０の内部空間の前後方向の長さよりわず
かに長くした場合には、プレート１２がバネの働きをし、本体１０を内側から付勢するの
で、本体１０の形状を維持することができる。この結果、容器１を縦にした際の自重や容
器１を繰り返し使用した際のヘタリにより蓋体１１の固定が外れることを抑制できる。
【００５９】
　本体１０の前方側の内面には、前方側に近づくにつれて高くなるスロープ３１が形成さ
れている。これにより、後板２２が前傾した際にプレート１２がスロープ３１を押すので
、蓋体１１が開くのを助けることができる。
【００６０】
　プレート１２は、複数のプレート部１００、１０１、１０２を有し、複数のプレート部
１００～１０２は、直列的に接続され、その接続部分１１１、１１２において折り返し可
能に構成されている。これにより、プレート１２を折り返して立体的に使用することがで
きるので、プレート１２が十分な量の収容物またはその中身を保持することができる。
【００６１】
　プレート１２は、本体１０の底板２０に接続された第１のプレート部１００と、第１の
プレート部１００に接続された第２のプレート部１０１と、第２のプレート部１０１に接
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続された第３のプレート部１０２と、を有し、第２のプレート部１０１と第３のプレート
部１０２により収容物が保持されている。これにより、上側の２枚の第２のプレート部１
０１と第３のプレート部１０２に収容物が保持されるので、第２のプレート部１０１と第
３のプレート部１０２を平らに持ち上げることができる。この結果、収容物の中身が取り
出しやすくなる。さらに、端にある収容物の中身も取り出しやすくなる。
【００６２】
　第１のプレート部１００は、一端が本体１０の底板２０の後方側に接続され、他端が本
体１０の前方側に位置し、第２のプレート部１０１は、一端が第１のプレート部１００に
接続され、他端が本体１０の後方側に位置し、第３のプレート部１０２は、一端が第２の
プレート部１０１に接続され、他端が前記本体１０の前方側に位置し、蓋体１１は、前方
側の側面と左右の側面の３つの側面を囲む側壁を有している。この結果、図１５に示すよ
うに、第２のプレート部１０１および第３のプレート部１０２から取り出された薬剤１３
１を第１のプレート部１００で受け止めることができる。さらにその第１のプレート部１
００の傾斜に沿って落下した薬剤１３１を蓋体１１の３つの側壁（蓋前板５１、蓋側板５
２、５３）内に収容することができる。よって、薬剤１３１の落下を抑制できる。
【００６３】
　容器１は、薬剤１３１のＰＴＰシート１３０が収容されたものである。そのため、ＣＲ
機能を確保しつつ、薬剤１３１の取り出しを簡単に行うことができる。
【００６４】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施の形態について説明したが、本発明
はかかる例に限定されるものではない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された思
想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００６５】
　上記実施の形態における容器１の構成において、たとえば、本体１０、蓋体１１、固定
機構７０、切欠き４０、プレート１２等の構成はこれに限定されるものではない。また、
固定機構７０の固定板８０の位置や形はこれに限定されるものではない。さらに、固定機
構７０は、蓋体１１が閉じられたときに本体１０から開かないように固定し、蓋体１１が
本体１０に対し前方側に移動したときに固定が解除されるものであれば他の構成を有する
ものであってもよい。
【００６６】
　本発明の一態様では切欠き４０は、三角形状であるが、これに限定されるものではない
。後板２２の前方側に空間ができればよく、たとえば、円形状や他の形状のものであって
もよい。
【００６７】
　蓋体１１を開ける際において、後板２２が前傾すればよい。使用者が片方の手で後板２
２を押すのみならず、たとえば、使用者が折り線６１付近を押してもよい。また、使用者
が本体１０または底板２０を手前に引いてもよい。
【００６８】
　上記実施の形態において、プレート１２は、連結部１０３により底板２０に着脱できる
ものであるが、底板２０に予め固定されていてもよい。また、プレート１２は、本体１０
の底板２０に取り付けられているが、他の部分に取り付けられていてもよい。さらに、プ
レート１２は、３つのプレート部を備えているが、１つ、２つ、或いは４つ以上のプレー
ト部を備えるものであってもよい。また、収容物を保持する部材は、プレート１２に限定
されるものではない。
【００６９】
　プレート１２を用いずに収容物を直接、容器１に収容してもよい。また、ＰＴＰシート
１３０を本体１０の底板２０に接続することもできる。さらに、ＰＴＰシート１３０のみ
ならず、その他の収容物を本体１０の底板２０に接続することもできる。
【００７０】
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　ＰＴＰシート１３０の構成もこれに限定されるものではない。また、ＰＴＰシート１３
０の大きさに応じて、本発明の容器１の大きさを適宜変更することができる。ＰＴＰシー
ト１３０の素材および大きさは、特に限定されるものではない。さらに、ＰＴＰシート１
３０は、プレート１２から切り離されたものであってもよい。
【００７１】
　ＰＴＰシート１３０内の薬剤は、たとえば、錠剤やカプセル剤をはじめとする固形製剤
等が挙げられるが、特に限定されるものではない。
【００７２】
　スロープ３１の傾斜角度は、特に限定されるものではない。また、スロープ３１は存在
しなくてもよい。
【００７３】
　本発明の一態様では、収容物は、ＰＴＰシート１３０であるが、薬剤の分包品、複数の
薬剤を一包化したものや、注射剤のキット製剤などの他の収容物を収容する場合にも本発
明は適用できる。なお、収容物は、ＰＴＰシート１３０のような、取り出す中身のあるも
のでもよいし、たとえば、個別の薬剤のような、それ自体が取り出す対象となるものであ
ってもよい。このように、容器に収容される収容物は何ら限定されるものでもなく、医薬
品以外の食品等であってもよい。
【００７４】
　本発明の一態様では、容器１の本体１０および蓋体１１は、切り出した1枚の紙を折り
曲げ組み立てることにより製造される。また、プレート１２は、別の１枚の紙から製造さ
れる。しかしながら、本体１０、蓋体１１およびプレート１２を1枚の紙から製造するこ
ともできる。これにより、生産性の効率化を図ることもできる。
【００７５】
　容器１の形状、寸法も上記実施の形態のものに限定されるものではない。たとえば、上
記実施の形態では、容器１の前後方向（Ｘ方向）の寸法が、左右方向（Ｘ方向の直角方向
）の寸法よりも長いが、容器１の左右方向の寸法が前後方向の寸法よりも長くてもよい。
また、この場合、プレート１２は、その長手方向を容器１の左右方向に向けて容器１に収
容されてもよい。また、プレート１２は、その長手方向を容器１の前後方向に向けて容器
１に収容されてもよい。
【００７６】
　容器１やプレート１２の材質は、上述のとおり特に限定されるものではない。たとえば
、容器１やプレート１２の材質は、紙や合成樹脂等の混合素材、木（ベニヤ板）、コルク
、コルクと他の素材を張り合わせた素材、紙と合成樹脂を張り合わせた素材等であっても
よい。また、本発明の一態様では、容器１およびプレート１２は同じ紙製であるが、容器
１およびプレート１２は、互いに異なる材質であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、蓋体の固定機構を備えつつ、収容物またはその中身を簡単に取り出すことが
できる容器を提供する際に有用である。
【符号の説明】
【００７８】
　　１　容器
　１０　本体
　１１　蓋体
　１２　プレート
　２０　底板
　２１　前板
　２２　後板
　２３　側板
　２４　側板
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　３１　スロープ
　４０　切欠き
　５０　天板
　５１　蓋前板
　５２、５３　蓋側板
　７０　固定機構
　８０　固定板
　１００　第１のプレート部
　１０１　第２のプレート部
　１０２　第３のプレート部
　１０３　連結部
　１３０　ＰＴＰシート
　１３１　薬剤

【図１】 【図２】
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